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南本牧第 5ブロック廃棄物最終処分場の供用開始時期の変更について 

 

現在、南本牧ふ頭においては、第 2 ブロック処分場の埋立が完了した後も、廃棄物の受

入を継続できるよう、第 5ブロックに最終処分場の整備を進めています。 

これまで第5ブロック処分場については、平成26年度の供用開始を予定していましたが、

ごみ量の削減等を推進することで第 2ブロック処分場を延命化し、第 5ブロック処分場を

29 年度に供用開始できるよう整備を行っていくこととしました。この供用開始時期の延伸

により、今後の各年度予算を平準化することができます。 
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【参考】南本牧第 5ブロック処分場の概要 
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 処分場の種類：管理型処分場 

 受入廃棄物：一般廃棄物、 

産業廃棄物 

 計画受入量：約 400 万ｍ3

 処分場面積：約 16.4ｈａ 

 遮水護岸延長：約 1,700ｍ 


